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規 則

北海道森林審議会議事規則の一部を改正する規則をここに公布する。
平成２１年９月１１日

北海道知事 高 橋 はるみ
北海道規則第７５号

北海道森林審議会議事規則の一部を改正する規則
北海道森林審議会議事規則（昭和２８年北海道規則第５３号）の一部を次のように改正する。
第１条中「北海道森林審議会」の次に「（以下「審議会」という。）」を加える。
第２条第１項中「北海道森林審議会」を「審議会」に改める。
第５条中「出来ない」を「できない」に改める。
第６条を次のように改める。
（意見の聴取等）
第６条 会長は、会議の審議を行うため必要があると認めるときは、関係行政機関の職員そ
の他の関係者に対し、出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出その他必要
な協力を求めることができる。
第９条第１項中「北海道森林審議会」を「審議会」に改め、同条の次に次の１条を加える。
（会長への委任）
第１０条 この規則に定めるもののほか、審議会の議事その他の運営に関し必要な事項は、会
長が審議会に諮って定める。
附 則

この規則は、平成２１年９月１１日から施行する。

北海道漁業近代化資金利子補給規則の一部を改正する規則をここに公布する。
平成２１年９月１１日

北海道知事 高 橋 はるみ
北海道規則第７６号

北海道漁業近代化資金利子補給規則の一部を改正する規則
北海道漁業近代化資金利子補給規則（昭和４４年北海道規則第９３号）の一部を次のように改
正する。
第２条第２項の表第２号中「年１．１パーセント」を「年１．１５パーセント」に、「年０．９パー
セント」を「年０．９５パーセント」に改める。

附 則

１ この規則は、公布の日から施行する。
２ この規則による改正後の北海道漁業近代化資金利子補給規則の規定は、平成２１年７月２１
日以後に知事が利子補給を承認した漁業近代化資金について適用し、同日前に知事が利子
補給を承認した漁業近代化資金については、なお従前の例による。

告 示

北海道告示第６３２号
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土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定により、南るもい土地改良区か
ら、次のとおり役員の退任の届出があった。
平成２１年９月１１日

北海道知事 高 橋 はるみ
退任年月日 理事・監事の別 氏 名 住 所
平成２１．８．２７ 理 事 北 村 満 男 留萌郡小平町字小平町菊岡２７番地

北海道告示第６３３号

土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第８４条において準用する同法第３０条第２項の規定に
より、平成２１年９月２日、大雪土地改良区連合の定款の変更を認可した。
平成２１年９月１１日

北海道知事 高 橋 はるみ

北海道告示第６３４号

土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第８７条の３第１項の規定により、道営土地改良（は
まなす第２地区草地整備［公共牧場中核型］（農業用道路、区画整理、暗きょ排水、農地保
全））事業の土地改良事業変更計画を定めた。
その関係書類は、北海道網走支庁に備え置いて、平成２１年９月１５日から２０日間、一般の縦
覧に供する。
なお、この変更計画については、同条第６項において準用する同法第８７条第６項の規定に
基づき、縦覧期間満了の日の翌日から起算して１５日以内に北海道知事に異議申立てをするこ
とができる。
また、同法第８７条の３第６項において準用する同法第８７条第７項の規定による決定に不服
がある者は、同法第８７条の３第６項において準用する同法第８７条第１０項の規定に基づき、北
海道を被告として、決定があったことを知った日の翌日から起算して６月以内に当該決定の
取消しの訴えを提起することができる。
平成２１年９月１１日

北海道知事 高 橋 はるみ

北海道告示第６３５号

平成４年北海道告示第４８７号（北海道地方競馬実施条例施行規則第８４条第２項の規定によ
る競馬場外の勝馬投票券発売所及び払戻金交付所の場所の決定）の一部を次のように改正す
る。
平成２１年９月１１日

北海道知事 高 橋 はるみ

札幌中央場外発売所の項の次に次の１事項を加える。
琴似場外発売所 札幌市西区琴似２条１丁目３

北海道告示第６３６号

森林法（昭和２６年法律第２４９号）第２５条の２第１項の規定により、次のように保安林を指
定する予定である。
平成２１年９月１１日

北海道知事 高 橋 はるみ
１� 保安林予定森林の所在場所 日高郡新ひだか町三石豊岡６１９・６２２・６２６（以上３筆

について次の図に示す部分に限る。）、６２１
� 指 定 の 目 的 土砂の流出の防備
� 指 定 施 業 要 件
ア 立 木 の 伐 採 の 方 法
� 主伐は、択伐による。
� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市
町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。

	 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
イ 立 木 の 伐 採 の 限 度 次のとおりとする。

２� 保安林予定森林の所在場所 日高郡新ひだか町三石富沢３９８の６・３９８の８・４０１の
１・５８４の２（以上４筆について次の図に示す部分に限
る。）

� 指 定 の 目 的 土砂の流出の防備
� 指 定 施 業 要 件
ア 立 木 の 伐 採 の 方 法
� 主伐は、択伐による。
� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市
町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。

	 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
イ 立 木 の 伐 採 の 限 度 次のとおりとする。

３� 保安林予定森林の所在場所 日高郡新ひだか町三石川上３１８・３２０の１・３８０の１・
３８０の９（以上４筆について次の図に示す部分に限
る。）

� 指 定 の 目 的 土砂の流出の防備
� 指 定 施 業 要 件
ア 立 木 の 伐 採 の 方 法
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� 主伐は、択伐による。
� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市
町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。

	 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
イ 立 木 の 伐 採 の 限 度 次のとおりとする。

４� 保安林予定森林の所在場所 日高郡新ひだか町三石港町１４１（次の図に示す部分に
限る。）

� 指 定 の 目 的 土砂の崩壊の防備
� 指 定 施 業 要 件
ア 立 木 の 伐 採 の 方 法
� 主伐は、択伐による。
� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市
町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。

	 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
イ 立 木 の 伐 採 の 限 度 次のとおりとする。

５� 保安林予定森林の所在場所 日高郡新ひだか町三石豊岡４０９の１・４０９の２・４１１の
１（以上３筆について次の図に示す部分に限る。）

� 指 定 の 目 的 土砂の崩壊の防備
� 指 定 施 業 要 件
ア 立 木 の 伐 採 の 方 法
� 主伐は、択伐による。
� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市
町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。

	 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
イ 立 木 の 伐 採 の 限 度 次のとおりとする。
（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を北海道日高支庁産
業振興部林務課及び新ひだか町役場に備え置いて縦覧に供する。）

北海道告示第６３７号

森林法（昭和２６年法律第２４９号）第２５条の２第１項の規定により、次のように保安林を指
定する。
平成２１年９月１１日

北海道知事 高 橋 はるみ
１� 保安林の所在場所 目梨郡羅臼町春日町３２・３３・３５（以上３筆について次の図

に示す部分に限る。）

� 指 定 の 目 的 土砂の流出の防備
� 指 定 施 業 要 件
ア 立木の伐採の方法
� 主伐は、択伐による。
� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市
町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。

	 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
イ 立木の伐採の限度 次のとおりとする。

２� 保安林の所在場所 目梨郡羅臼町岬町３５の４（次の図に示す部分に限る。）
� 指 定 の 目 的 土砂の崩壊の防備
� 指 定 施 業 要 件
ア 立木の伐採の方法
� 主伐は、択伐による。
� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市
町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。

	 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
イ 立木の伐採の限度 次のとおりとする。
（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を北海道根室支庁産
業振興部林務課及び羅臼町役場に備え置いて縦覧に供する。）

北海道告示第６３８号

森林法（昭和２６年法律第２４９号）第２５条の２第２項の規定により、次のように保安林を指
定する。
平成２１年９月１１日

北海道知事 高 橋 はるみ
１� 保安林の所在場所 標津郡標津町字標津１３２６の１７６（次の図に示す部分に限

る。）
� 指 定 の 目 的 霧害の防備
� 指 定 施 業 要 件
ア 立木の伐採の方法
� 主伐に係る伐採種は、定めない。
� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市
町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。

	 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
イ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
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２� 保安林の所在場所 標津郡標津町字標津１３２６の１７６（次の図に示す部分に限
る。）

� 指 定 の 目 的 公衆の保健
� 指 定 施 業 要 件
ア 立木の伐採の方法
� 主伐は、択伐による。
� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市
町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。

	 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
イ 立木の伐採の限度 次のとおりとする。

３� 保安林の所在場所 目梨郡羅臼町春日町３２・３３（以上２筆について次の図に示
す部分に限る。）

� 指 定 の 目 的 魚つき
� 指 定 施 業 要 件
ア 立木の伐採の方法
� 主伐は、択伐による。
� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市
町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。

	 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
イ 立木の伐採の限度 次のとおりとする。
（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を北海道根室支庁産
業振興部林務課及び関係町役場に備え置いて縦覧に供する。）

北海道告示第６３９号

森林法（昭和２６年法律第２４９号）第２６条の２第１項の規定により、次のように保安林の指
定を解除する。
平成２１年９月１１日

北海道知事 高 橋 はるみ
１� 解除に係る保安林の所在場所 標津郡標津町字茶志骨６３０
� 保安林として指定された目的 風害の防備
� 解 除 の 理 由 指定理由の消滅
２� 解除に係る保安林の所在場所 目梨郡羅臼町礼文町３２の１・幌萠町４０の１（以上２

筆について次の図に示す部分に限る。）
� 保安林として指定された目的 魚つき
� 解 除 の 理 由 指定理由の消滅

（「次の図」は、省略し、その図面を北海道根室支庁産業振興部林務課及び関係町役場に
備え置いて縦覧に供する。）

北海道告示第６４０号

森林法（昭和２６年法律第２４９号）第２６条の２第２項の規定により、次のように保安林の指
定を解除する。
平成２１年９月１１日

北海道知事 高 橋 はるみ
１ 解除に係る保安林の所在場所 枝幸郡枝幸町下幌別４３８０の１（次の図に示す部分に限

る。）
２ 保安林として指定された目的 土砂の崩壊の防備
３ 解 除 の 理 由 道路用地とするため
（「次の図」は、省略し、その図面を北海道宗谷支庁産業振興部林務課及び枝幸町役場に
備え置いて縦覧に供する。）

北海道告示第６４１号

森林法（昭和２６年法律第２４９号）第３３条の２の規定により、次のように保安林の指定施業
要件を変更する予定である。
平成２１年９月１１日

北海道知事 高 橋 はるみ
１� 指定施業要件変更予定保安林

の所在場所
中川郡豊頃町（次の図に示す部分に限る。）

� 保安林として指定された目的 干害の防備
� 変 更 後 の 指 定 施 業 要 件
ア 立 木 の 伐 採 の 方 法
� 次の森林については、主伐は、択伐による。
豊頃町（次の図に示す部分に限る。）

� その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
	 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市
町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。


 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
イ 立 木 の 伐 採 の 限 度 次のとおりとする。

２� 指定施業要件変更予定保安林
の所在場所

帯広市（次の図に示す部分に限る。）

� 保安林として指定された目的 公衆の保健
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� 変 更 後 の 指 定 施 業 要 件

ア 立 木 の 伐 採 の 方 法

� 主伐は、択伐による。

� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市

町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。

	 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立 木 の 伐 採 の 限 度 次のとおりとする。

（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を北海道十勝支庁産

業振興部林務課並びに帯広市役所及び豊頃町役場に備え置いて縦覧に供する。）

北海道告示第６４２号

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定により、次の道路の供用を開始する。

その関係図面は、北海道建設部土木局道路課及び北海道札幌土木現業所に備え置いて、告

示の日から２週間、一般の縦覧に供する。

平成２１年９月１１日

北海道知事 高 橋 はるみ

路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の期日
道道 月形厚田線 石狩郡当別町字青山奥５１０１番５地先から 平成２１．９．１５

石狩郡当別町字青山奥１８７６番１地先まで

支 庁 告 示

北海道十勝支庁告示第１００号

次のとおり一般競争入札により落札者を決定した。

平成２１年９月１１日

北海道十勝支庁長 竹 林 孝

１ 落札に係る物品等の名称及び数量

乗用自動車 １台（貨物兼乗用自動車１台と交換）

２ 落札を決定した日

平成２１年８月７日

３ 落札者の氏名及び住所

� 氏 名 東北海道ホンダ株式会社

住 所 釧路市星が浦大通１丁目６番７号

４ 落札金額

１，７５５，０００円

５ 契約の相手方を決定した手続
一般競争入札

６ 一般競争入札の公告
平成２１年６月２６日付け北海道十勝支庁告示第７７号

７ 契約に関する事務を担当する組織の名称及び所在地
� 名 称 北海道十勝保健福祉事務所児童相談部地域支援課
� 所在地 帯広市東２条南２４丁目１４番地

道 監 査 委 員 公 表

監査公表第１０号

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第４項の規定により実施した平成２０年度の一
般会計、特別会計及び公営企業会計に係る定期監査の結果を次のとおり公表する。
（「次のとおり」は省略し、その関係書類は、北海道監査委員事務局総括監査課並びに北
海道の本庁及び各支庁（石狩支庁を除く。）に備え置いて一般の縦覧に供する。）
平成２１年９月１１日

北海道監査委員 沢 岡 信 広
北海道監査委員 喜 多 龍 一
北海道監査委員 見 野 全
北海道監査委員 坂 本 人 士

監査公表第１１号

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第２項の規定により実施した平成２０年度に係
る行政監査の結果を次のとおり公表する。
（「次のとおり」は省略し、その関係書類は、北海道監査委員事務局総括監査課並びに北
海道の本庁及び各支庁（石狩支庁は除く。）に備え置いて一般の縦覧に供する。）
平成２１年９月１１日

北海道監査委員 沢 岡 信 広
北海道監査委員 喜 多 龍 一
北海道監査委員 見 野 全
北海道監査委員 坂 本 人 士

監査公表第１２号

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第７項の規定により実施した平成１９年度に係
る財政的援助団体等の監査の結果に基づき講じた措置について、同条第１２項の規定により、

北 海 道 公 報 第����号 ３７平成２１年９月１１日（金曜日）



知事等から通知があったので、次のとおり公表する。
（「次のとおり」は省略し、その関係書類は、北海道監査委員事務局総括監査課並びに北
海道の本庁及び各支庁（石狩支庁を除く。）に備え置いて一般の縦覧に供する。）
平成２１年９月１１日

北海道監査委員 沢 岡 信 広
北海道監査委員 喜 多 龍 一
北海道監査委員 見 野 全
北海道監査委員 坂 本 人 士

道 警 察 本 部 告 示

北海道警察本部告示第２４９号

次のとおり一般競争入札により落札者を決定した。
平成２１年９月１１日

北海道警察本部長 鎌 田 聡
１ 落札に係る物品等の名称及び数量
警察官（男性）用冬服上衣 １，３１６着
警察官（男性）用冬服ズボン ２，４６３本
警察官（男性）用冬帽子 １，２３３個
警察官（男性）用冬活動帽 ８３４個

２ 落札を決定した日
平成２１年８月１１日

３ 落札者の氏名及び住所
� 氏 名 株式会社ムラカミ
� 住 所 札幌市中央区北１３条西１７丁目１番３６号
４ 落札金額
５３，３５０，９６２円

５ 契約の相手方を決定した手続
一般競争入札

６ 一般競争入札の公告
平成２１年６月３０日付け北海道警察本部告示第１７５号

７ 契約に関する事務を担当する組織の名称及び所在地
� 名 称 北海道警察本部総務部会計課
� 所在地 札幌市中央区北２条西７丁目

３８北 海 道 公 報 第����号平成２１年９月１１日（金曜日）
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